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令和３年５月分の児童クラブ有料時間帯利用料の取扱いについて 

 

日頃より、本市の子ども関連施策に対し、ご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

放課後児童クラブについては、令和３年５月 13日付で、５月 15日（土）から５月 31日（月）

までの期間、可能な範囲で家庭での保育にご協力いただくようお願いしておりますが、令和３

年５月分の児童クラブ有料時間帯利用料につきましては、特例として、下記の取り扱いとさせ

ていただくことといたしました。 

皆様には大変お手数をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 令和３年５月分の児童クラブ有料時間帯利用料の取扱い 

  ５月 15日（土）から５月 31日（月）までの期間、可能な範囲で家庭での保育にご協力い

ただくようお願いしていることを踏まえ、令和３年５月分の有料時間帯の利用申込みを行っ

ている方で、５月 19日（水）から５月 31日（月）までの期間に有料時間帯を利用しなくな

った方については、令和３年５月分の利用料を徴収しないこととします。（５月１日（土）

から５月 18日（火）の間に有料時間帯を利用した場合についても対象となります） 

 

２ 期間中の有料時間帯利用停止の手続きについて 

 令和３年５月 18日（火）までにご利用中の児童会館又はミニ児童会館に「児童クラ

ブ変更申込書」をご提出ください。 

 

 

 

   

５月 18日（火）までに「児童クラブ変更申込書」の提出が難しい場合・・・ 

ご利用されている児童会館又はミニ児童会館に上記期限内に電話等でお申し出

いただき、６月 15 日（火）までにご利用中の児童会館又はミニ児童会館「児童

クラブ変更申込書」をご提出ください。 



３ 利用停止の手続きをされた方の利用料について 

（１）納付書でお支払いの方について 

   ５月分納付書が届いても支払いをしないでください。誤って支払ってしまった方

については、後日返還させていただきます。 

（２）口座引き落としの方について 

口座引き落としの停止の手続きをさせていただきます。ただし、引き落としの停

止の手続きが間に合わない場合がございますので、引き落としされた方については、

後日返還させていただきます。 

   

《留意事項》 

〇 期限以降のお申し出には対応できませんのでご了承ください。 

〇 ５月 19日（水）から５月 31日（月）までの期間中、一度でも有料時間帯を利用さ

れた方は、対象となりませんので、ご了承ください。 

〇 利用を中止した場合でも、有料時間帯を利用する必要が生じた際には、再度、変更

申込書を提出していただくことで、有料時間帯をご利用可能です。 

 

 

 

 

【担当】 札幌市子ども未来局子ども育成部子ども企画課 放課後児童係（℡211-2989） 


